
《下水道排水設備工事費の融資あっせん制度と補助金制度について》 

 

上下水道部では、制度の対象となる世帯に対して、「融資あっせん制度」と「補助金制度」を設けています。 

 

［制度の対象］ 

(1) 下水道の供用開始日から３年以内に行う下水道排水設備工事を対象とします。 

(2) 新築、増築、改築に伴う排水設備工事は、対象になりません。 

(3) 申請者が所有する建物でかつ申請者が居住する建物の排水設備工事を対象とします。借家並びに営

業用の事務所、店舗等は対象となりません。 

(4) 市税、水道料金、下水道受益者負担金等の滞納がないこと。 

(5) 過去にこれらの制度の利用がないこと。（１世帯につき１度限り） 

 

１．水洗便所等改造資金融資あっせん制度 

(1) 対象者・・・融資あっせん資金の償還能力のある人。 

(2) 申請の方法・・排水設備工事の確認申請書提出と同時に申請をお願いします。 

        （随時受付ですが、申請後４週間ほど市の審査、金融機関の審査に時間を要します。） 

(3) 融資の金額・・・限度額は９０万円（排水設備工事金額内、1 万円単位） 

(4) 利 息・・・・・実質０%（市が半年毎に利息分を個人口座へ返却します。） 

(5) 償還方法・・・・60 ヵ月以内の元利均等分割払い 

 

※ 融資制度の利用においては、採択の要件並びに提出書類等市にご確認ください。 

※ 金融機関毎に融資の可否条件がありますので、詳しくは融資希望の金融機関にお問合せ下さい。 

 

２．公共下水道水洗化補助金制度    

(1) 次のうちの世帯で、世帯全員（同居する全ての方）の個人住民税所得割が非課税であること。 

① ひとり親世帯・・・独立した母子、父子世帯で子どもが１８歳未満である世帯。 

② 高齢者世帯・・・・独立した世帯で６５歳以上の者のみで構成するか、又はこれに１８歳未満 

              の者が加わった世帯。 

③ 障がい者世帯・・・独立した世帯で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持 

              つ者の属する世帯。 

※  ただし、ひとつの家屋に居住し、世帯分離している場合は、全ての世帯が上記の要件を満たす必要が 

あります。 

(2) 補助金の額・・・補助限度額は、３０万円です。 

(3) 申請の方法・・・排水設備工事の確認申請書提出と同時に申請をお願いします。 

 

※ 利用される場合は、市に採択の要件並びに提出書類等をご確認ください。 

 

●注意事項      

※ 申請後、市において補助の可否を決定し、その後工事着工となります。必ず補助金の交付が決定され

てから工事を着工してください。決定前に工事をされると補助金の対象となりません。 

※ 融資あっせん制度、補助金制度の併用は出来ません。 

 

各種制度のご利用にはいくつかの条件がありますので、詳細については 

下記にお問い合わせください。 

   事務担当 上下水道部 下水道建設課 生活排水係 

       電話 （０５９８）５３－４１３２  ＦＡＸ（０５９８）２６－４３１９ 


